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道路上に不法に掲出されている違反広告物は、地域の景観や住民の生活環境に悪影響

を及ぼすだけでなく、車両や歩行者の妨げにもなります。

県は、違反広告物の除却活動に協力できる県民に、違反簡易広告物の除却権限を委任す

ることによって、自主的に違反広告物の除却活動ができる「群馬県違反広告物除却活動指

導員」制度を創設し、県民と行政が協力しながら活動を行っています。この活動に協力す

るため、青少推も『違反広告物除却活動団体』として登録しています。

しかし、平成２９年度から、県青少推が市町村の実態に応じた任意の活動と位置づけた

ため、活動団体の登録も任意となりました。

郡青少推では、各町の活動団体の登録の有無に関わらず、推進員の皆様に、違反広告物

除却活動について研修していただく予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で、各町の

正副会長さんに、各町を代表して講習会を受講していただくことになりました。

皆様には、当日の配布資料を送付させていただきますので、ぜひご一読ください。

違反広告物除却活動講習会

日 時： 令和２年１０月１５日（木）１８時２０分～１８時５０分

場 所： コスメ・ニスト千代田町プラザ

対 象： 各町青少推正副会長及び事務局

＊簡易広告物（はり紙、はり札等、広告旗、立て看板等）の例
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